
５月は赤十字運動月間です！
　日本赤十字社は、「人間のいのちと健康、尊厳を守る」
ことを使命に、災害時の救護活動をはじめ、救急法などの
各種講習、防災セミナー、学校での安全教育など、地域の
皆さまを支えるさまざまな活動を行っています。
　これらの取り組みは、皆さまから寄せられるあたたかい
ご寄付（活動資金）により支えられています。
　活動を安定して継続していくために、赤十字の活動への
ご支援をお願いします。

5月1日は「博愛社（日赤の前身）」創立日、
5月8日は「世界赤十字デー」！
赤十字と縁がある5月を「赤十字運動月間」
として、「人間のいのちと健
康、尊厳を守る」という赤十
字の理念と活動にご理解とご
協力をいただけるように、広
く情報を発信しています！
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地域や企業・学校・団体等からのご
要望に応じて指導員を派遣しており
ます。
ぜひお申し込みください！

秋田県支部で開催する講習の日程とお
申込みはこちらから！

　日赤では1926年、救護活動で培った救命の知識と技術
を広く社会に伝えるため、「衛生講習会」を開始しました。
　現在は「救急法」「水上安全法」「雪上安全法」「幼児安
全法」「健康生活支援講習」として、いのちを守る知識や、
安全で健康に生活するための技術を学べる講習を全国で
実施しています。
　1926年に始まった講習事業は、令和8年12月に100周年
を迎えます。今後も社会の変化に対応しながら、人のい
のちと健康を守る活動を進めていきます。

　令和8年1月から2月にかけて、救急法指導員養成講習と幼児安全法指導員養
成講習を、それぞれ5日間の日程で実施しました。
　受講者の皆さんは、赤十字の使命を理解し、多くの方へ知識や技術を広めた
いという思いを持って、講習に取り組んでいました。講習を通じて、指導員と
して求められる資質や能力を着実に身につけ、成長していく姿が見られました。
　また、実際に指導を行う実習では、分かりやすく伝えるための基礎を学び、
指導力の向上につなげることができました。
　このたび、新たに救急法指導員8名、幼児安全法指導員5名が誕生しました。
4月からは、県内各地の講習でその力を生かし、普及活動にご協力いただく予
定です。

赤十字キッズタウン2026開催します！
体験しよう、“いのちを守るおしごと”

講習事業100周年―次の100年へ
いのちをまもる勇気 つないだ100年 これからも

赤十字救急法・幼児安全法指導員養成講習会を開催！
新任指導員が４月より県内各地で講習普及に取り組みます！

　過去に開催した「赤十字キッズタウン」の動画や画像は
こちらからご覧ください！

幼児安全法指導員養成講習会の様子（左・中央） 救急法指導員養成講習会の様子
（右上・右下）

　赤十字運動月間に合わせて5月30日（土）、日本
赤十字東北看護大学・同大学介護福祉短期大学部を
会場にイベントを開催します。
　このイベントでは、幼稚園年中児童から小学生
（4歳～ 12歳）を対象に、赤十字救護服を着ての災
害救護体験や、医師・看護師、献血業務、保育士な
どの仕事を体験することができます。（※子どもの
お仕事体験コーナーは事前申込が必要）
　また、事前申込不要のドクターヘリ見学や、救急
法体験コーナーなど当日参加できるコーナーもあり
ます。
　詳細・最新情報は日赤秋田県支部ホームページま
たは公式SNSをご覧ください。たくさんのご来場
をお待ちしております！

包帯法を学ぶ 衛生講習会風景（昭和初期）

救急法の始まりは、明治20年、帝国大学の医学生が溺れた学生を救えなかった経験からドイツ軍医の教科書『普
通救急新法』を日本語へ翻訳したことに端を発します。

「子どものお仕事体験コーナー」の事前申込については、
Microsoft Forms（枠内QRコード）でお申込みください。
参加者決定の方法は先着順ではなく抽選となります。
後日案内（抽選結果）を送付いたします。

【申込期限】5月11日（月）17:00まで
　　　　　　※抽選は家族単位です

【問合せ先】
日本赤十字社秋田県支部（秋田市旭北栄町１番５号）
TEL：018-864-2731　担当：総務課

事前申込





遺贈・相続財産寄付
　近年、「自分が築いた財産を社会のために

役立てたい」「故人の遺産を社会に役立てて

ほしい」といったお申し出が増えています。

このような尊い思いに応えるために遺贈（遺言

による寄付）、相続財産寄付を承っております。

　遺贈・相続財産寄付のご相談、資料請求は

総務課までお問い合わせください。



地域や企業・学校・団体等からのご
要望に応じて指導員を派遣しており
ます。
ぜひお申し込みください！

秋田県支部で開催する講習の日程とお
申込みはこちらから！

　日赤では1926年、救護活動で培った救命の知識と技術
を広く社会に伝えるため、「衛生講習会」を開始しました。
　現在は「救急法」「水上安全法」「雪上安全法」「幼児安
全法」「健康生活支援講習」として、いのちを守る知識や、
安全で健康に生活するための技術を学べる講習を全国で
実施しています。
　1926年に始まった講習事業は、令和8年12月に100周年
を迎えます。今後も社会の変化に対応しながら、人のい
のちと健康を守る活動を進めていきます。

　令和8年1月から2月にかけて、救急法指導員養成講習と幼児安全法指導員養
成講習を、それぞれ5日間の日程で実施しました。
　受講者の皆さんは、赤十字の使命を理解し、多くの方へ知識や技術を広めた
いという思いを持って、講習に取り組んでいました。講習を通じて、指導員と
して求められる資質や能力を着実に身につけ、成長していく姿が見られました。
　また、実際に指導を行う実習では、分かりやすく伝えるための基礎を学び、
指導力の向上につなげることができました。
　このたび、新たに救急法指導員8名、幼児安全法指導員5名が誕生しました。
4月からは、県内各地の講習でその力を生かし、普及活動にご協力いただく予
定です。

赤十字キッズタウン2026開催します！
体験しよう、“いのちを守るおしごと”

講習事業100周年―次の100年へ
いのちをまもる勇気 つないだ100年 これからも

赤十字救急法・幼児安全法指導員養成講習会を開催！
新任指導員が４月より県内各地で講習普及に取り組みます！

　過去に開催した「赤十字キッズタウン」の動画や画像は
こちらからご覧ください！

幼児安全法指導員養成講習会の様子（左・中央） 救急法指導員養成講習会の様子
（右上・右下）

　赤十字運動月間に合わせて5月30日（土）、日本
赤十字東北看護大学・同大学介護福祉短期大学部を
会場にイベントを開催します。
　このイベントでは、幼稚園年中児童から小学生
（4歳～ 12歳）を対象に、赤十字救護服を着ての災
害救護体験や、医師・看護師、献血業務、保育士な
どの仕事を体験することができます。（※子どもの
お仕事体験コーナーは事前申込が必要）
　また、事前申込不要のドクターヘリ見学や、救急
法体験コーナーなど当日参加できるコーナーもあり
ます。
　詳細・最新情報は日赤秋田県支部ホームページま
たは公式SNSをご覧ください。たくさんのご来場
をお待ちしております！

包帯法を学ぶ 衛生講習会風景（昭和初期）

救急法の始まりは、明治20年、帝国大学の医学生が溺れた学生を救えなかった経験からドイツ軍医の教科書『普
通救急新法』を日本語へ翻訳したことに端を発します。

「子どものお仕事体験コーナー」の事前申込については、
Microsoft Forms（枠内QRコード）でお申込みください。
参加者決定の方法は先着順ではなく抽選となります。
後日案内（抽選結果）を送付いたします。

【申込期限】5月11日（月）17:00まで
　　　　　　※抽選は家族単位です

【問合せ先】
日本赤十字社秋田県支部（秋田市旭北栄町１番５号）
TEL：018-864-2731　担当：総務課

事前申込



５月は赤十字運動月間です！
　日本赤十字社は、「人間のいのちと健康、尊厳を守る」
ことを使命に、災害時の救護活動をはじめ、救急法などの
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